
年 月 日 （ ）

1.申込者は、赤太枠のみご記入下さい。

2.本申込書、本紙裏面留意事項説明書及び同意書、別紙散布価格表に基づき、深くその内容を理解し同意したものとみなす。

散布場所 ( 住 所 ) 作物 農薬名

【 請求書（兼領収書） 】

請求額総計

合計金額

見積額総計

面積

□ 上記内容・金額(見積書)に、変更ありません。

【 御見積書 】

散布場所 ( 住 所 )

申込者 ㊞

電話番号

住　所 ※水稲共済細目書 等に記載の
面積(水張面積又は作付面積)を
対象とする。

農薬名作物希望日 実施日

　　　　　　　　　　　　　散布申込書                  　　　仕様書

申込日 令和

合計金額単価面積（a）

単価希望日時

◇留意事項◇



通常通りの計算といたします。

10.圃場内にまたがる電線、隣地から越境した木や倒れかけたフェンス、圃場の安全確認が困難な草刈りのされてない圃場

などは現地調査の結果、散布申し込みの拒否若しくは対象圃場の除外または一部除外とさせていただく場合がございます。

但し、散布実行日までに改善等が見受けられた場合はその限りではない。

11.水稲防除繁忙期7月末週～8月25日までにつきましてはお申し込みが殺到し非常に日程調整が難航致します。

急な申込に関してはお引き受けできない可能性がございます。

また繁忙期に関しましては複数オペレーターの日程調整が必要になります。オペレーターの段取りに応じて希望日時に沿え

ない可能性がございます。ご了承ください。

６.散布申し込み以降のキャンセル及びプラン変更につきましては散布予定月から1ヶ月前のキャンセルは10aあたり2,500円

散布予定月1ヶ月以内のキャンセル及びプラン変更は10aあたり2,900円（粒剤散布については4,700円）を徴収いたします。

７.当社保有農薬（別紙農薬散布価格表参照）の品目を散布希望の場合は全て農薬込みプランといたします。

当社保有農薬以外を散布ご希望の場合は散布代のみ（2,800円消費税込）と致します。

８.散布代のみプラン（お客様にて農薬支給、作業代のみ）につきましては10aあたり2,800円（内消費税）と致します。

農薬を支給していただく場合、圃場条件や天候等によっては散布農薬量が変動する可能性がございます。実散布量よりも多く

支給ください。尚、散布途中であっても支給農薬がなくなった場合は作業完了とみなし申込面積にて清算とする。

９.請負面積10a(1反)以下の圃場につきましての請負料金につきましては10aの価格と致します。尚、散布申し込み者本人の

圃場又は集団防除等の際、他の10a以上の圃場と隣接もしくは10a以下の圃場等が連続で繋がり計10a以上になった際は

繁忙期のご予約は先着順を原則といたします。（但し、散布請負規模に応じて変更有）

面積での申込をお願い致します。また薬効についていかなる結果がであろうと当社は一切の責任は負いかねますので

１.委託料は、散布済みとなった委託対象場所の面積に委託料金を乗じた額とします。（1円未満の端数があるときは、これを

切り上げる。また、金額の全額が1円未満であるときは、1円とする。）なお、委託 内容の履行の際、交通費（重点路線及び

重点地域における駐車場料金等を含む。）を要した場合は、 　その実費額を支払う。
※「散布済みと規定する委託対象面積の単位表記」

・1反＝10ａ＝0.1ha　・1町＝100ａ＝1ha

２.表示金額は、すべて税込金額となります。

３.委託料のお支払いについて、請求書記載の期日までに指定の金融口座に振込にて支払う。

　※金融口座に振込の場合に生じる振込手数料はお客様負担願います。

またお支払期限を経過したにもかかわらず委託料等をお支払いしていただいてない場合、支払督促のお連絡又は督促状

1回に付き5,000円（消費税別）を加算した額をご請求いたします。ご了承ください。

４.委託業務の日程変更について、交通事情、悪天候、災害その他特別な事由により、前日又は当日に日程等の変更を申

し出る場合があります。

日程変更の際は、変更となった日時以降の日程も変更するものし、その際に生じた損害等に関し一切の負担を求めないこ

とを了承するものとする。

５.液体・粒剤空中散布は、10a(1反)あたりの希釈倍数・散布量の基準が定められています。お客様申告の面積と実際の

水張面積又は作付面積に相違があった場合の散布効果には責任を負いかねますので、必ず水稲共済細目書 等 記載の

12.本説明書及び同意書、表紙散布申込書、別紙農薬散布価格表に基づき、深くその内容を理解し同意したものとみなす。

ご了承ください。（但し、当社の責に帰すべき事由により生じたものであり、本事由を立証したときは、この限りではない）

留意事項説明書及び同意書


